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都
市
農
業
振
興
基
本
法
が
、

４
月
９
日
参
議
院
、
16
日
衆
議

院
に
お
い
て
、
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
、
22
日
に
公
布
・
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

全
21
条
か
ら
成
り
、
同
法
で

は
第
２
条
に
お
い
て
、
都
市
農

業
を
「
市
街
地
お
よ
び
そ
の
周

辺
の
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る

農
業
」
と
定
義
づ
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
３
条
で
は
基
本
理

念
と
し
て
「
都
市
に
お
け
る
農

地
の
有
効
な
活
用
及
び
適
正
な

保
全
」
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
都

市
農
業
の
振
興
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
国
・

地
方
公
共
団
体
の
責
務
、
法
制

上
の
措
置
、
財
政
上
の
措
置
、

税
制
上
の
措
置
、
金
融
上
の
措

置
な
ど
基
本
的
施
策
が
明
記
さ

れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
農
業
者
に
向
け
て

は
「
都
市
農
業
を
営
む
者
の
努

力
」
と
し
て
、
基
本
理
念
の
実

現
に
主
体
的
に
取
り
組
む
よ
う

に
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

今
後
は
、
都
市
農
業
振
興
基

本
法
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、

具
体
的
な
施
策
な
ど
の
実
施
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
平
成
28
年
度
東
京
都
農
業
施

策
に
関
す
る
建
議
」
は
、
３
月
に

開
催
し
た
第
一
一
六
回
通
常
総
会

で
決
定
し
た
も
の
で
す
。

　

担
い
手
に
対
す
る
支
援
の
強
化

や
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
た
都
内
産
植

木
・
花
き
の
利
用
促
進
、
都
市
農

地
の
確
保
な
ど
、
都
の
農
業
施
策

を
具
体
的
に
提
案
し
要
望
す
る
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

建
議
を
受
け
取
っ
た
都
の
寺
﨑

農
林
水
産
部
長
は
、
「
農
業
施
策

は
農
業
会
議
・
農
業
委
員
会
の
意

見
を
聞
き
な
が
ら
協
力
し
て
進
め

て
い
き
た
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
あ
わ
せ
て
地
域
代
表
の

区
市
町
村
農
業
委
員
会
長
と
都
農

林
水
産
部
幹
部
と
の
意
見
交
換
が

行
わ
れ
、
農
地
保
全
や
農
業
振
興

に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
意
見
が

交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

都
農
業
会
議
の
青
山
佾
会
長
は

「
都
市
農
業
振
興
基
本
法
が
成
立

し
、
国
は
基
本
計
画
を
策
定
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
東
京
都
が
リ
ー

ド
し
て
意
見
を
出
し
て
い
っ
て
ほ

し
い
」
と
要
請
し
ま
し
た
。

都
市
農
業
振
興
基
本
法
が
成
立
・
公
布

国
・
地
方
公
共
団
体
の
責
務
な
ど
明
記

平
成
27
年
度
事
業
計
画
・
予
算
な
ど
協
議

区
市
町
村
賛
助
員
協
議
会

　

５
月
11
日
、
都
農
業
会
議

は
、
区
市
町
村
主
管
課
長
・
農

業
委
員
会
長
76
人
の
出
席
を
得

て
、
賛
助
員
協
議
会
を
開
き
ま

し
た
。

　

協
議
で
は
、
平
成
27
年
度
に

取
り
組
む
事
業
推
進
計
画
・
予

算
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
、
組

織
改
編
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

区
市
町
村
・
農
業
委
員
会
と
の

連
携
を
さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
松
川
敦
都
農
業
振
興

課
長
よ
り
「
平
成
27
年
度
東
京

都
農
業
振
興
施
策
」
の
概
要
に

つ
い
て
、
説
明
し
ま
し
た
。

挨拶を述べる青山会長

　

都
農
業
会
議
は
こ

の
ほ
ど
、
東
京
都
に

対
す
る
建
議
を
行
い

ま
し
た
。

建
議
の
実
現
を
東
京
都
に
要
望

　
　

農
地
保
全
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換

東
京
都
農
業
会
議

建議書を受け取る寺崎部長（左）と　
青山会長（右）、吉川副会長（中央）

都市農業について活発な意見交換が
行われた

　

都
農
業
会
議
は
、
こ
の
た
び

東
京
都
よ
り
委
託
を
受
け
、「
生

産
緑
地
の
利
用
に
関
す
る
意
向

調
査
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
東
京
都
で
は
、
都
市

農
業
を
取
り
巻
く
課
題
の
解
決

に
向
け
て
「
都
市
農
業
特
区
」

を
国
に
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

本
調
査
は
、
こ
の
特
区
提
案

に
関
す
る
デ
ー
タ
を
収
集
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
対
象
は
、
都
内
で
生
産

緑
地
を
有
す
る
区
市
に
お
住
ま

い
の
農
業
者
の
方
で
す
。

　

農
業
者
各
位
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
本
調
査
に
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

「
生
産
緑
地
の
利
用
に
関
す
る
意
向
調
査
」

ご
協
力
の
お
願
い

東
京
都
農
業
会
議
情
報
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施
策
の
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、

現
行
制
度
へ
の
反
映
の
可
能
性
を

検
討
す
る
。

◇
都
市
農
業
経
営
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ

事
業

　

区
市
町
や
Ｊ
Ａ
、
営
農
集
団
等

が
、
農
業
経
営
の
改
善
目
標
を
設

定
し
た
場
合
に
、
都
が
事
業
費
の

１
／
２
以
内
で
補
助
を
行
う
。

◇
農
業
経
営
サ
ポ
ー
ト
事
業

　

農
業
者
や
そ
の
グ
ル
ー
プ
、
団

体
に
対
し
、
農
業
経
営
の
多
角
化
・

改
善
に
向
け
た
新
た
な
取
組
（
マ

ル
シ
ェ
の
開
催
や
Ｐ
Ｒ
グ
ッ
ズ
の

製
作
、
農
産
物
加
工
品
の
開
発
な

ど
）
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
補

助
す
る
。　

　

東
京
都
は
、
平
成
27
年
度
の

農
業
振
興
施
策
に
お
い
て
、
昨

年
度
よ
り
約
２
億
円
増
の
約

51
億
８
千
万
円
の
農
業
関
係
費
を

予
算
化
し
ま
し
た
。

　

①
東
京
農
業
の
特
性
を
活
か
し

た
産
業
力
の
強
化
、
②
都
内
農
畜

産
物
の
安
全
・
安
心
の
確
保
と
地

産
地
消
の
推
進
、
③
豊
か
な
都
民

生
活
と
快
適
な
都
市
環
境
へ
の
積

極
的
貢
献
の
３
つ
を
柱
と
し
て
、

施
策
を
展
開
す
る
と
し
て
い
ま

す
。

　

主
な
農
業
振
興
施
策
の
概
要
は

左
記
の
通
り
で
す
。

◇
青
梅
畜
産
セ
ン
タ
ー
再
編
整
備

　

防
疫
体
制
の
強
化
や
種
畜
生
産

規
模
の
拡
大
、
ふ
れ
あ
い
関
係
施

設
の
拡
充
を
目
的
に
青
梅
畜
産
セ

ン
タ
ー
の
再
編
整
備
を
行
い
、
都

民
に
開
か
れ
た
施
設
と
し
て
畜
産

業
に
対
す
る
理
解
醸
成
に
資
す

る
。

◇
都
市
農
地
保
全
調
査
事
業

　

都
市
農
地
の
適
切
な
保
全
策
を

協
議
す
る
た
め
、
現
状
調
査
や
都

市
農
地
保
全
検
討
会
議
を
行
う
。

　

都
市
農
地
の
情
報
収
集
・
分
析
、

第
１
回
常
任
会
議
員
会
議

　

平
成
27
年
４
月
17

日

に  

Ｊ
Ａ
東
京
第
１
ビ
ル
で
開
催
。

議
事

　

農
地
法
に
基
づ
く
知
事
諮

問
は
、
第
４
条
１
件
３
１
７

㎡
、
第
５
条
７
件
５
９
３
０

㎡
を
審
議
し
、
許
可
相
当
と

し
て
答
申
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
。

協
議

　

①
第
55
回
企
業
的
農
業
経

営
顕
彰
事
業
要
綱
と
第
35
回

農
業
後
継
者
顕
彰
事
業
要
綱

を
決
定
し
た
。
②
平
成
27
年

度
東
京
都
農
作
物
生
産
状
況

調
査
を
本
年
度
も
実
施
す
る

こ
と
と
し
た
。
③
農
業
委
員

会
組
織
・
活
動
検
討
委
員
会

開
催
要
領
を
決
定
し
た
。

　

当
面
の
農
政
問
題
は
、
農

業
委
員
会
法
等
改
正
お
よ
び

都
市
農
業
振
興
基
本
法
案
成

立
の
動
向
、
閣
議
決
定
さ
れ

た
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

計
画
の
概
要
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉

の
動
向
な
ど
を
説
明
し
た
。

説
明

　

平
成
27
年
度
東
京
都
農
業

振
興
施
策
の
概
要
を
松
川
都

常

任

会

議

員

会

議

だ

よ

り

農
業
振
興
課
長
が
説
明
し
た
。

第
２
回
常
任
会
議
員
会
議

　

平
成
27
年
５
月
18
日
に
清

瀬
市
健
康
セ
ン
タ
ー
で
開
催
。

議
事

　

農
地
法
に
基
づ
く
知
事

諮

問

は
、

第

５

条

４

件

５
５
２
６
・
４
９
㎡
を
許
可
相

当
と
答
申
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
。

協
議

　

①
農
業
委
員
会
法
改
正
に

つ
い
て
法
律
案
要
綱
を
も
と

に
概
要
を
説
明
し
、
情
報
提

供
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
と

東
京
農
業
の
産
業
力
強
化
を
目
指
す

平
成
27
年
度
東
京
都
農
業
関
連
施
策
・
予
算

以
内
で
の
補
助
率
で
事
業
補
助

を
行
う
。

◇
都
市
農
地
保
全
支
援
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

　

農
地
保
全
の
理
解
促
進
に
向

け
た
取
組
や
農
地
の
多
面
的
機

能
を
一
層
発
揮
さ
せ
る
た
め
の

施
設
整
備
な
ど
、
区
市
の
行
う

農
地
保
全
の
取
組
に
対
し
、
市

街
化
区
域
内
農
地
を
対
象
と
し

て
、
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
の
両
面

か
ら
支
援
す
る
。

　

平
成
27
年
度
は
杉
並
区
、
三
鷹

市
、
稲
城
市
、
小
平
市
、
武
蔵
村

山
市
、
府
中
市
、
清
瀬
市
の
７
区

市
が
実
施
予
定
地
区
と
な
っ
て
い

る
。　
　

◇
東
京
農
業
の
産
業
力
強
化
支
援

事
業

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
農
業
支
援
セ
ン

タ
ー
を
設
置
し
、
新
た
な
経
営
展

開
を
目
指
す
農
業
者
に
対
す
る
相

談
業
務
や
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う

専
門
家
の
派
遣
、
啓
発
事
業
を
行

う
。

◇
山
村
・
離
島
振
興
施
設
整
備
事

業
　

山
村
地
域
（
奥
多
摩
町
・
檜

原
村
）
お
よ
び
島
し
ょ
地
域
を

対
象
と
し
て
、
地
域
資
源
の
活

用
・
保
全
を
図
る
と
と
も
に
、

就
業
機
会
の
確
保
お
よ
び
農
業

生
産
の
環
境
整
備
を
積
極
的
に

進
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
３
／
４

し
た
。
ま
た
都
市
農
業
振
興

基
本
法
の
成
立
を
受
け
今
後

対
応
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

②
大
会
要
望
を
ま
と
め
た
「
平

成
28
年
度
農
林
関
係
税
制
改

正
に
関
す
る
要
望
事
項
」
を

決
定
し
、
全
国
農
業
会
議
所

に
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。

現
地
研
究

　

清
瀬
市
の
農
業
施
策
・
農

業
委
員
会
活
動
を
研
究
し
、

多
品
目
野
菜
直
売
経
営
、
大

規
模
施
設
野
菜
市
場
出
荷
経

営
、
果
樹
苗
木
生
産
経
営
な

ど
を
見
学
し
た
。

自らの経営について説明する野菜農家の小寺正明さん（右）
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農
業
委
員
会
に
関
す
る
法
律
案

が
、
農
業
協
同
組
合
法
律
案
な
ど

と
あ
わ
せ
、
５
月
14
日
に
、
衆
議

院
で
審
議
入
り
し
、
農
林
水
産
委

員
会
等
で
の
議
論
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。

　

政
府
案
で
は
、
平
成
28
年
４
月

１
日
施
行
を
見
込
み
（
経
過
措
置

あ
り
）
お
お
む
ね
左
記
の
事
項
に

つ
い
て
改
正
案
を
提
出
し
て
い
ま

す
。

①
指
針
（
改
正
法
案
第
７
条
）

　

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推

進
に
関
す
る
目
標
と
推
進
の
方
法

に
つ
い
て
指
針
を
定
め
る
。

②
公
選
制
の
廃
止
（
改
正
法
案
同

法
第
８
条
～
９
条
）

　

区
市
町
村
長
が
議
会
の
同
意
を

得
て
農
業
委
員
を
任
命
す
る
。  

　

委
員
の
定
数
は
条
例
で
定
め
る
。

　

農
業
委
員
は
認
定
農
業
者
が
委

員
の
過
半
を
占
め
る
必
要
。
（
例

外
あ
り
）

　

委
員
の
任
命
に
あ
た
っ
て
は
、

年
齢
・
性
別
等
に
著
し
い
隔
た

り
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
、

あ
ら
か
じ
め
地
域
等
か
ら
候
補

者
の
推
薦
を
求
め
、
募
集
を
行

う
。
推
薦
を
受
け
た
者
お
よ
び

応
募
者
は
公
表
す
る
。
選
任
委

員
は
廃
止
す
る
。

農
業
委
員
会
に
関
す
る
法
律
案
概
要

③
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

（
改
正
法
案
第
17
条
～
19
条
）

　

農
業
委
員
会
は
農
地
利
用
最
適

化
推
進
員
を
委
嘱
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

　

農
地
利
用
最
適
化
推
進
員
の
委

嘱
に
あ
た
っ
て
は
、
地
区
ご
と
に

募
集
・
推
薦
・
応
募
者
の
公
表
を

行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
農
地
等
の
利
用
の
高

度
化
が
相
当
程
度
図
ら
れ
て
い
る

等
の
区
市
町
村
は
委
嘱
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
農
業

委
員
の
担
当
地
区
を
定
め
る
必
要
。

　

農
地
利
用
最
適
化
推
進
員
は
、

農
業
委
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

④
議
事
録
（
改
正
法
案
第
33
条
）

　

総
会
の
議
事
録
を
作
成
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
公
表
を
行

う
。

⑤
行
政
機
関
等
に
対
す
る
意
見
の

提
出
（
改
正
法
案
同
法
第
38
条
）

＝
建
議
は
廃
止

　

農
業
委
員
会
は
、
農
地
等
の
利

用
の
最
適
化
の
推
進
を
効
率
的
に

実
施
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
施

策
の
企
画
立
案
し
、
ま
た
は
実
施

す
る
関
係
行
政
機
関
等
に
対
し
、

具
体
的
な
意
見
を
提
出
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

◆
経
過
措
置
（
改
正
措
置
法
案
第

28
条
～
第
30
条
）

①
現
農
業
委
員
の
任
期

　

法
律
の
公
布
日
（
①
法
成
立
→

②
公
布
→
③
改
正
法
施
行
平
成
28

年
４
月
１
日
）
以
降
は
選
挙
は
行

わ
ず
（
公
布
日
以
前
に
農
業
委
員

の
選
挙
の
告
示
が
さ
れ
る
場
合
は

選
挙
）、
公
布
日
と
施
行
日
の
間
に

任
期
満
了
と
な
る
現
農
業
委
員
は
、

改
正
法
の
施
行
日
ま
で
任
期
を
延

長
す
る
。
施
行
日
以
後
に
任
期
満

了
を
迎
え
る
現
農
業
委
員
は
、
従

前
の
と
お
り
、
任
期
満
了
日
ま
で

を
現
行
法
で
の
任
期
と
す
る
。

②
選
挙
人
名
簿

　

公
布
日
以
後
は
、
農
業
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
は
調
整
し
な
い
。

従
っ
て
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
農

業
委
員
の
任
期
満
了
ま
で
、
現
選

挙
人
名
簿
を
据
え
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

◆
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機

構
（
農
業
会
議
）

　

都
道
府
県
知
事
は
、
農
業
委
員

会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た

業
務
等
を
実
施
す
る
一
般
社
団
法

人
等
を
一
に
限
っ
て
農
業
委
員
会

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
と
し
て
指
定

す
る
。
（
改
正
法
案
同
法
第
42
条
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
は
、
農
業
委

員
会
業
務
の
協
力
や
支
援
な
ど
を

行
う
。

　

都
農
業
会
議
は
昨
年
度
、
東
京

都
か
ら
の
委
託
を
受
け
「
都
市
農

業
者
の
相
続
に
関
す
る
意
向
調

査
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

対
象
は
生
産
緑
地
を
有
す
る
区

市
在
住
で
、
か
つ
認
定
農
業
者
の

い
る
世
帯
の
経
営
主
と
し
ま
し
た
。

　

各
区
市
の
農
業
委
員
会
の
協
力

に
よ
り
、
７
２
９
人
の
有
効
回
答

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

本
調
査
で
は
、
自
分
の
親
か
ら

ま
だ
農
地
の
相
続
を
受
け
て
い
な

い
農
業
者
と
、
す
で
に
相
続
を
受

け
た
農
業
者
と
で
、
別
々
の
質
問

を
行
い
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

ま
だ
相
続
を
受
け
て
い
な
い
農
業

者
向
け
設
問
へ
の
回
答
結
果

　

相
続
後
に
残
し
た
い
農
地
の
割

合
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
３

／
４
程
度
残
し
た
い
」（
37
・
６
％
）

が
も
っ
と
も
多
く
、
次
い
で
「
全

て
の
農
地
を
残
し
た
い
」
（
35
・

６
％
）
、
「
半
分
程
度
残
し
た
い
」

（
16
・
３
％
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

相
続
税
納
税
猶
予
制
度
の
利
用

意
向
に
つ
い
て
は
、
77
・
１
％
が

「
利
用
す
る
意
向
が
あ
る
」
と
回

答
し
ま
し
た
。

　

相
続
が
発
生
し
生
産
緑
地
の
買

都
市
農
業
実
態
調
査

「
都
市
農
業
者
の
相
続
に
関
す
る
意
向
調
査
」
結
果
概
要

取
申
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
買

い
取
ら
れ
た
生
産
緑
地
の
区
市
に

よ
る
利
用
に
つ
い
て
「
農
業
公
園

な
ど
農
業
に
関
す
る
公
共
的
空
間

と
し
て
利
用
し
て
欲
し
い
」
が

47
・
８
％
と
な
り
、
最
も
多
く
な

り
ま
し
た
。

す
で
に
相
続
を
受
け
た
農
業
者
向

け
設
問
へ
の
回
答
結
果

　

相
続
後
に
生
産
緑
地
を
解
除
し

た
面
積
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
24
・

４
％
が
「
生
産
緑
地
を
解
除
し
な

か
っ
た
」
と
回
答
し
、
最
も
多
く

な
り
ま
し
た
。

　

相
続
後
に
残
す
こ
と
の
で
き
た

農
地
に
つ
い
て
は
、
76
・
９
％
が

「
お
お
む
ね
想
定
し
た
通
り
農
地

を
残
せ
た
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

　

相
続
後
の
農
業
収
入
に
つ
い

て
は
、
「
１
割
～
２
割
減
少
」
が

38
・
０
％
、
「
３
割
～
４
割
減
少
」

が
38
・
８
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

効
果
の
大
き
か
っ
た
相
続
対
策

に
つ
い
て
は
「
専
門
家
な
ど
に
対

策
を
相
談
し
て
お
く
こ
と
」
が

31
・
７
％
、
「
相
続
財
産
や
相
続

税
額
を
算
出
し
て
み
る
こ
と
」
が

30
・
０
％
、
「
相
続
発
生
前
に
家

族
で
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
」
が

20
・
８
％
と
な
り
ま
し
た
。
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全
国
農
業
会
議
所
（
二
田
孝
治

会
長
）
は
、
こ
の
ほ
ど
文
京
区
椿

山
荘
で
全
国
情
報
会
議
を
開
き
、

情
報
事
業
で
の
功
績
に
よ
り
、
都

内
か
ら
青
梅
市
、
日
野
市
、
立
川

市
、
小
金
井
市
、
東
村
山
市
、
狛

江
市
、
清
瀬
市
の
７
市
が
表
彰
さ

れ
ま
し
た
。

　

特
に
、
農
家
戸
数
対
比
普
及
率

の
部
で
、
東
村
山
市
が
43
・
３
％

（
１
３
８
・
３
部
）
で
全
国
１
位
、

立
川
市
が
29
・
２
％
（
１
１
０
・
１

部
）で
全
国
３
位
に
輝
き
ま
し
た
。

　

併
せ
て
行
わ
れ
た
「
農
業
委
員

会
だ
よ
り
」
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
で

は
、
武
蔵
野
市
農
業
委
員
会
の
「
～

市
民
と
農
業
者
を
つ
な
ぐ
武
蔵
野

市
農
業
委
員
会
だ
よ
り
～
む
さ
し

農
」
が
全
国
農
業
新
聞
特
別
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。

　

全
国
農
業
新
聞
特
別
賞
に
つ
い

て
は
、
都
内
の
農
業
委
員
会
で
は

10
年
ぶ
り
の
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

　

都
農
業
会
議
は
こ
の
ほ
ど
、
区

市
町
村
農
業
委
員
会
の
会
長
職
務

代
理
を
対
象
と
す
る
研
究
集
会
を

四
ッ
谷
の
主
婦
会
館
で
開
き
、
約

40
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
全
国
農
業
会
議
所
の

伊
藤
事
務
局
長
代
理
よ
り
、
今
国

会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
農
業
委
員

会
法
の
改
正
案
に
つ
い
て
解
説
さ

れ
、
成
立
か
ら
施
行
ま
で
の
日
程

の
見
通
し
も
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
都
農
業
会
議
か
ら
農
地

法
の
改
正
点
や
都
市
農
業
を
め
ぐ

る
情
勢
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

武
蔵
野
市
「
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」
が
全
農
新
聞
特
別
賞

平
成
27
年
度
全
国
情
報
会
議

農業委員会法改正案について説明する
伊藤事務局長代理

　

東
京
都
農
業
委
員
会
職
員
研

究
会
は
、
５
月
27
日
に
平
成

27
年
度
通
常
総
会
を
開
き
ま
し

た
。

　

協
議
で
は
、
①
平
成
26
年
度

事
業
報
告
・
収
支
決
算
の
承
認
、

②
平
成
27
年
度
事
業
計
画
・
収

支
予
算
の
設
定
な
ど
つ
い
て
審

議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り

決
定
し
ま
し
た
。

　

第
４
号
議
案
で
は
役
員
の
改

選
を
行
い
ま
し
た
。
会
長
に
篠

崎
道
明
氏
（
稲
城
市
）
、
副
会

長
に
尾
上
健
氏
（
杉
並
区
）
、

田
中
茂
雄
氏
（
羽
村
市
）
、
増

田
英
男
氏
（
昭
島
市
）
を
選
任

し
た
ほ
か
、
各
地
区
か
ら
理
事

を
決
定
し
ま
し
た
。　

農
業
委
員
会
法
の
改
正
案
な
ど
研
究

農
業
委
員
会
会
長
職
務
代
理
研
究
集
会

新
会
長
に
篠
崎
氏
（
稲
城
市
）
を
選
任

東
京
都
農
業
委
員
会
職
員
研
究
会
総
会

全農新聞特別賞を受賞する武蔵野市
の井口良美農委会長（右）

　

大
島
町
は
、
今
年
度
よ
り
大
島

町
新
規
就
農
支
援
研
修
セ
ン
タ
ー

を
設
置
し
、
大
島
町
で
就
農
を
希

望
す
る
人
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

　

研
修
セ
ン
タ
ー
は
、
同
町
で
生

産
が
盛
ん
な
ブ
バ
ル
デ
ィ
ア
な
ど

の
栽
培
を
原
則
２
年
間
学
ぶ
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

研
修
生
に
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
の

斡
旋
、
住
宅
の
無
償
貸
与
な
ど
の

生
活
支
援
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

現
在
２
人
の
研
修
生
が
大
島
町

で
の
新
規
就
農
を
目
指
し
、
研
修

に
励
ん
で
い
ま
す
。

大
島
町
で
新
規
就
農
希
望
者
の
受
け
入
れ
始
め
る

大
島
町
新
規
就
農
支
援
研
修
セ
ン
タ
ー

ブバルディア栽培の研修の様子

　

農
業
者
年
金
は
、
年
金
額
が

加
入
者
数
に
左
右
さ
れ
に
く
い

積
立
方
式
で
、
安
定
し
た
制
度

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
農
業

者(

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保

険
者
に
限
る)

で
あ
れ
ば
誰
で

も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
月

額
２
万
～
６
万
７
千
円
の
間
の

１
千
円
単
位
で
保
険
料
額
を
自

由
に
設
定
・
変
更
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
支
払
う
保
険
料
の
全

額
が
社
会
保
険
料
控
除
と
な
り
、

運
用
益
も
非
課
税
で
あ
る
た
め
、

高
い
節
税
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
に
特
長
あ
る
農
業
者

年
金
の
周
知
、
加
入
推
進
に
取

り
組
む
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

受
給
者
の
方
へ

　

現
在
、
農
業
者
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
は
、
現
況
届
を
６

月
中
に
忘
れ
ず
に
農
業
委
員
会

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
の
加
入
推
進
を
!!

６
月
～
７
月
の
日
程

６
・
２ 

㈫ 

相
続
税
納
税
猶
予
制
度

　
　
　
　

 

実
務
研
究
会

６
・
10 

㈬ 

生
産
緑
地
制
度
研
究
会

６
・
12 

㈮ 

経
営
者
ク
ラ
ブ
総
会

６
・
17 

㈬ 

常
任
会
議
員
会
議

６
・
19 

㈮ 

島
し
ょ
検
討
会

６
・
23 

㈫ 

北
多
摩
北
検
討
会

６
・
24 

㈬ 

北
多
摩
南
検
討
会

６
・
25 

㈭ 

北
多
摩
西
検
討
会

６
・
26 

㈮ 

監
査
会

６
・
30 

㈫ 

区
内
検
討
会

７
・
１ 

㈬ 

西
多
摩
検
討
会

７
・
６ 

㈪ 

南
多
摩
検
討
会

７
・
10 

㈮ 

広
報
研
究
会

７
・
17 

㈮ 

常
任
会
議
員
会
議

７
・
23 

㈭ 

農
地
台
帳
シ
ス
テ
ム

　
　
　
　

 

研
究
会

７
・
27 

㈪ 

区
内
農
業
委
員
研
修

７
・
29 

㈬ 

南
多
摩
農
業
委
員
研
修

７
・
31 

㈮ 

西
多
摩
農
業
委
員
研
修


